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平成２１年６月５日
株　主　各　位

第 100 回定時株主総会招集ご通知

拝啓  ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。
　さて，当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので，ご出
席くださいますようご案内申しあげます。
　なお，当日ご出席願えない場合は，書面によって議決権を行使することが
できますので，お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまし
て，同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき，平成 21 年 6 月 25 日
（木曜日）午後 5時までに到着するよう折り返しご送付くださいますようお
願い申しあげます。

敬　具　
記

１.　日　　　　時
２.　場　　　　所
３.　目 的 事 項
　　 報 告 事 項

　　 決 議 事 項
　　　第 １ 号 議 案
　　　第 ２ 号 議 案
　　　第 ３ 号 議 案
　　　第 ４ 号 議 案

以　 上　
　

　当日ご出席の際は，お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。
　株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は，インターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.aichidenki.jp）に掲載させていただきます。

平成２１年６月２６日 （金曜日）　午 前１０時
愛知県春日井市愛知町１番地　当社会議室

１．第１００期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
事業報告，連結計算書類ならびに会計監査人および監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第１００期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
　　計算書類報告の件
　
剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役１１名選任の件
監査役１名選任の件

山 田 　 功取締役社長�

（証券コード　６６２３）
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事 業 報 告
自　平成２０年４月１日（至　平成２１年３月３１日）

　1 ．企業集団の現況に関する事項
（１）　事業の経過およびその成果
　当期におけるわが国経済は，米国に端を発した金融危機が実体経済に大きな影響を
及ぼして世界的に景気後退が進む中，急激な円高や輸出の減少などにより企業収益が
大幅に悪化し，これが，民間設備投資の抑制，生産と雇用の調整に波及するなど，下
半期において極めて厳しい状況で推移しました。
当グループの業況につきましては，電力機器部門では，主要顧客である電力会社向
け機器は堅調に推移しましたが，回転機部門では，海外子会社の小形モータは増加し
たものの，国内向け小形モータやプリント配線板などは大幅に減少しました。
このような情勢下におきまして，当グループは中期経営計画「Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ ＆ Ａｃｔｕａｔｅ

変化と行動」の達成を目指し，生産力の強化，新製品・新市場の開拓，顧客やグルー
プ会社との一層の連携強化などに注力するとともに，「ロス・ミス撲滅運動」による
品質の向上や「業務の総合効率向上活動」による原価の低減に取組み，グループ一体
となって企業体質の強化に努めてまいりました。
生産力の強化に向けた取組みでは，平成２０年７月に改造中でありました中形変圧
器製造ラインが本格稼動したことに加え，平成２０年１０月には建設中でありました蘇
州愛知科技有限公司の新工場が操業を開始し，堅調な需要に対応した生産体制を構築
いたしました。また，新工場の操業開始に伴い，介護用機器モータの生産を国内工場
から切替え，原価低減をはかりました。
「ロス・ミス撲滅運動」では，不良の撲滅，品質の向上に向けた取組みの徹底を進
め，「業務の総合効率向上活動」では，平成２０年１０月から，「ＡＣＴＩＯＮ３０」をスローガ
ンに，３年間で３０％の効率化を目指した取組みをスタートいたしました。
こうした施策に加え，新製品の市場投入や製販一体となった営業活動などを進めて
まいりましたが，回転機部門における受注が大きく減少した結果，売上高につきまし
ては，５８５億４千２百万円となり，前期に比べ５３億７百万円（８.３％）の減少となり
ました。
利益面につきましては，原価の低減や諸経費の削減に努めましたが，売上高の減少
に加え，減価償却費の増加や為替差損の計上などにより，経常利益は４億３千万円と
なり，前期に比べ１８億３千２百万円（８１.０％）の減少となりました。当期純利益は，
棚卸資産評価損を特別損失に計上したことなどから，４億１千４百万円の損失となり，
前期に比べ１９億５千６百万円の減少となりました。

（添付書類）
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つぎに部門別の状況を申しあげます。
（電力機器部門）
　当部門につきましては，電力会社向けでは，中形変圧器製造ラインの稼動による生
産性の向上や顧客ニーズへの迅速な対応を進め売上の拡大をはかってまいりました。
また，一般民需向けでは，製造子会社である岐阜愛知電機株式会社や販売子会社であ
る愛電商事株式会社との連携強化をはかり，グループ一体となって事業を運営してま
いりました。
　この結果，当部門の売上高は，小形変圧器や中大形変圧器などの電力会社向け製品
が増加し，２５２億１千４百万円となり，前期に比べ１１億３千２百万円（４.７％）の増
加となりました。
（回転機部門）
　当部門につきましては，蘇州愛知科技有限公司の新工場稼動により海外市場の拡大
をはかるとともに，国内市場では新製品の投入，生産能力の増強や内製化を進めてま
いりましたが，急激な景気悪化により国内需要が減少し，厳しい経営環境となりまし
た。
　この結果，当部門の売上高は，海外市場における小形モータは増加しましたが，国
内市場において小形モータやプリント配線板などが減少して３３３億２千７百万円とな
り，前期に比べ６４億３千９百万円（１６.２％）の減少となりました。

（部門別売上高）

　

（２）　設備投資の状況
　当期中に実施した設備投資の総額は１６億６千２百万円であり，その主なものは
蘇州愛知科技有限公司の工場建設と小形モータ生産設備に対するものであります。

（３）　資金調達の状況
　当期中の資金調達として，記載すべき重要な事項はありません。

増 減 率
（ ％ ）

平成２０年度（当期）平成１９年度（前期）年　度

部　門 構 成 比
（ ％ ）

売 上 高
（百万円）

構 成 比
（ ％ ）

売 上 高
（百万円）

４.７４３.１２５,２１４３７.７２４,０８２電 力 機 器 部 門

�１６.２５６.９３３,３２７６２.３３９,７６７回 転 機 部 門

�８.３１００.０５８,５４２１００.０６３,８４９合　　　　計
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（４）　対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては，急激に減速した世界経済の危機的な状況が早期に回
復へ向かうことは難しいと予想されます。このため，輸出の低迷や設備投資の抑制は
当面続くと見込まれ，景気は厳しい状況で推移すると予想されます。
　当グループの状況につきましては，堅調に推移していた電力会社の設備投資の伸び
悩みが不安視されるうえ，回転機部門を中心とする需要低迷は長期化の様相を呈して
おり，グループを取り巻く経営環境はさらに厳しさを増すものと予想されます。
　このような状況の中，新製品や新事業の開発により事業の拡大をはかるととも
に，海外子会社の活用，品質の絶対的向上，生産効率の向上による原価低減を推
進するなど，スピードを上げて中期経営計画の施策を実行してまいります。さら
に，人材の「多様化」や組織の「活性化」に加えて，グループの「連携強化」を
はかり，一層強固な企業体質づくりに取組んでまいります。
　今後も，良質な製品とサービスを提供することにより，株主や顧客，そして社会か
ら信頼される企業グループを目指してまいる所存であります。

（５）　財産および損益の状況の推移

（注）　１．１株当たり当期純利益または当期純損失は，自己株式控除後の期中平均発行
済株式総数により算出しております。
２．第９８期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計
基準第５号　平成１７年１２月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成１７年１２月
９日）を適用しております。

第　１００　期
平成２０年度

第　９９　期
平成１９年度

第　９８　期
平成１８年度

第　９７　期
平成１７年度

期・年度 
  区　分　

５８,５４２６３,８４９５８,２２７４９,５４０（百万円）売 上 高

４３０２,２６２３,１８７１,７５７（百万円）経 常 利 益

�４１４１,５４１１,８４６１,７９９（百万円）当 期 純 利 益
または当期純損失（�）

�８.６２３２.０３３８.３５３６.３７（円）１株当たり当期純利益
または当期純損失（�）

６２,１６０７０,８９２７３,０５９６５,１６４（百万円）総 資 産

２７,２５４２８,７３８２８,６４４２６,３０７（百万円）純 資 産
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（６）　重要な親会社および子会社の状況
○１ 　親会社との関係
　　該当事項はありません。
○２ 　重要な子会社の状況

　（注）　※印は間接所有による持分を含む比率であります。

主要な事業内容当 社 の
出資比率資 本 金会　　社　　名

プリント配 線 板 の 製 造 販 売９８.６　％４８６百万円株式会社　愛工機器製作所

各種ハーメティックモータの製造販売１００.０　　４００　　　アイチエレック株式会社

電気 機 械 器 具 の 販 売 お よ び
物 品 の 荷 造 梱 包 荷 役

※１００.０　　８０　　　愛 電 商 事 株 式 会 社

各 種 モ ー タ お よ び 樹 脂
成 形 部 品 の 製 造 販 売

１００.０　　４５　　　恵那愛知電機株式会社

電気機械器具の製造修理販売９１.１　　４０　　　岐阜愛知電機株式会社

非 鉄 金 属 の 鋳 造 加 工 販 売※７６.１　　９０　　　寿 工 業 株 式 会 社

各種ハーメティックモータの製造販売※１００.０　　４０　　　白鳥アイチエレック株式会社

電気機械器具の製造修理販売 ※９０.０　　８０　　　長野愛知電機株式会社

各種ハーメティックモータの製造販売 ※１００.０　　１,８００　　　蘇州愛知科技有限公司
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（7）　主要な事業内容

（８）　主要な営業所および工場
○１ 　当社
　　　本社および

本社工場：愛知県春日井市
支社：北海道（北海道札幌市），東北（宮城県仙台市），東京（東京都中央

区），関西（大阪府大阪市），九州（福岡県福岡市），沖縄（沖縄
県那覇市），蘇州駐在員事務所（中国）

○２ 　子会社
国内：�愛工機器製作所（愛知県春日井市），アイチエレック�（愛知県

春日井市），愛電商事�（愛知県春日井市），恵那愛知電機�（岐阜
県恵那市），岐阜愛知電機�（岐阜県岐阜市），寿工業�（愛知県春
日井市），白鳥アイチエレック�（岐阜県郡上市），長野愛知電機�
（長野県長野市）

海外：蘇州愛知科技有限公司（中国）

主 要 製 品 名部 門

変 圧 器：負荷時タップ切換変圧器，小形・中形・大形変圧器，
モールド変圧器，自動電圧調整器，
地上設置変圧器，特殊用途変圧器，リアクトル，
中性点接地抵抗器　等

制 御 機 器：配電塔，光ネットワークユニット，キュービクル，
デジタル式保護制御装置，遠方監視制御装置，
情報伝送装置，侵入監視装置，配電線自動化システム，
大型直流電源装置，ＰＣＢ無害化処理装置　等

プ ラ ン ト：電力設備工事　等
そ の 他：バランサー，太陽光発電システム，ＰＣＢ分析　等

電力機器部門

小形モータ：くまとりモータ，コンデンサモータ，ＤＣモータ，
ブロアモータ，ギヤードモータ，
ハーメティックモータ　等

住 設 機 器：医療機器，シャッター開閉機，ディスポーザ　等
介護用機器：アクチエータ　等
そ の 他：駆動制御装置，ソレノイド，畜舎用送風機，

電動ポンプ，排水処理装置，粉体混合機・乾燥機，
パワーコンディショナ，プリント配線板，
非接触給電装置　等

回転機部門
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（９）　従業員の状況

（１０）　主要な借入先

前連結会計年度末比増減従 業 員 数

７名増１,９７７名

借 入 金 残 高借 入 先

２,９５１百万円株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

２,５６５株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行

１,３９６中電ビジネスサポート株式会社

１,０６６株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行

９１６株 式 会 社 あ お ぞ ら 銀 行
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　2 ．会社の株式に関する事項

　（注）　１．株式数は，千株未満を切り捨てて表示しております。
　　　　２．出資比率は，自己株式（９５,７９１株）を控除して計算しております。

　3 ．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

（１）　発行可能株式総数

（２）　発行済株式の総数

（３）　株主数

（４）　大株主

１１９,５６１,０００株

４８,２５２,０６１株

３,１５８名

当 社 へ の 出 資 状 況
株 主 名

出 資 比 率持 株 数

２４.１％

１０.３

８.３

４.６

３.１
　

３.１　

２.１

２.０

２.０　

１.８

１１,６３２千株

５,０００

４,０３９

２,２３３

１,５１５
　

１,５１０　

１,０１４

１,０００　

１,０００　

９００

中 部 電 力 株 式 会 社

株 式 会 社 土 屋 組

古 河 電 気 工 業 株 式 会 社

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ４ ）

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行
株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

中 央 三 井 信 託 銀 行 株 式 会 社

株 式 会 社 川 口 興 産

ビービーエイチ　フオー　フイデリテイー
ロ ー プ ラ イ ス　 ス ト ツ ク　 フ ア ン ド

三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 株 式 会 社
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　4 ．会社役員に関する事項
（１）　取締役および監査役の氏名等

（注）　１．取締役 北野谷 惇氏は，社外取締役であります。
　　　２．監査役 山下直太，吉田　均および田中豊夫の各氏は，社外監査役であります。
　　　３．監査役 濱田�一氏は，平成２０年６月２７日辞任いたしました。隆

担当および他の法人等の代表状況等　 氏 名　　 地 位　

電力事業部管掌
　

　

電力事業部長

機器事業部長
恵那愛知電機株式会社 代表取締役社長

経営企画部，業務部管掌兼業務部長

機器事業部，開発部管掌兼開発部長

電力事業部副事業部長兼生産技術グループ長

電力事業部副事業部長

電力事業部副事業部長兼電力営業部長
兼東北支社長

古河電気工業株式会社
取締役兼執行役員副社長

アイチエレック株式会社 代表取締役社長
白鳥アイチエレック株式会社 代表取締役社長
蘇州愛知科技有限公司 董事長

（常勤）

（常勤）

中部電力株式会社 常任監査役

株式会社トーエネック
常務取締役兼執行役員

山 田　 功

佐 藤　 徹
　

川 口 将 二

久 須 美 寿 彦

法 月 仙 一 郎
　

中 山 三 千 雄

横 山 武 弘

廻 間 正 樹

安 藤　 誠

西 見 敏 男
　

北 野 谷　 惇
　

宇 佐 美 和 彦

山 下 直 太

町 口 健 治

吉 田　 均

田 中 豊 夫

代表取締役社長

代 表 取 締 役
常 務 取 締 役

取締役相談役

取 締 役

取 締 役
　

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役
　

取 締 役
　

取 締 役

常 任 監 査 役

監 査 役

監 査 役

監 査 役
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（２）　取締役および監査役の報酬等の額

（注）　１．取締役の支給額には，使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含み５５百
万円）は含まれておりません。
２．取締役の支給額には , 当事業年度に係る賞与の支給見込額２２百万円を含め
ております。
３．監査役の支給額には，第９９回定時株主総会終結の時をもって辞任された監
査役１名に対する退職慰労金１百万円は含まれておりません。
４．取締役および監査役の支給額には，社外取締役１名および社外監査役４名に
 　対する支給総額２２百万円を含めております。
５．平成２０年６月２９日開催の第９９回定時株主総会においてご承認をいただき
ました役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給額は，取締役１２名に対
し２６８百万円（うち社外取締役１名　１百万円）および監査役３名に対し８百
万円（うち社外監査役２名　６百万円）であります。

（３）　社外役員に関する事項
○１ 　取締役　北野谷　惇
ア．他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
　当社の株式の８.３％を保有している古河電気工業株式会社の取締役兼執行役員
副社長を兼任しております。
イ．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度開催の取締役会１３回のうち７回に出席し，株主の視点から，また上
場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識に基づき発言を行っております。

○２ 　監査役　山下直太
ア．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度開催の取締役会１３回および監査役会１２回のすべてに出席し，常勤
監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき発言を行っております。

○３ 　監査役　吉田　均
ア．当事業年度における主な活動状況
　就任後の当事業年度開催の取締役会１０回のうち８回，監査役会１０回のうち８
回に出席し，上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と高い見識に基づ
き発言を行っております。

支 給 額支 給 人 員区 分

１５２百万円１２名取 締 役

３３百万円５名監 査 役
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○４ 　監査役　田中豊夫
ア．他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
株式会社トーエネックの常務取締役兼執行役員を兼任しております。

イ．当事業年度における主な活動状況
　当事業年度開催の取締役会１３回のうち１１回，監査役会１２回のうち１０回に出
席し，上場企業の取締役としての豊富な経験と幅広い知識に基づき発言を行って
おります。
　

　5 ．会計監査人の状況
（１）　会計監査人の名称

監査法人　朝見会計事務所
　

（２）　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
○１ 　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等
　　２７百万円
○２ 　当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　　２７百万円
（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において，会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず，実質的にも区分できな
いため，上記金額にはこれらの合計額を記載しております。

（３）　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は，会社法第３４０条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか，原則と
して，会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には，監査役
会の同意または請求により，会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会
に提案いたします。
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　6 ．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制その他業務の適正を確保するための体制

当社は，取締役会において上記体制につき，つぎのとおり決議いたしました。

　当社は，株主，顧客，取引先をはじめとする社会全体からの信頼を得るため，会社
の業務の適正を確保すべく，つぎの体制の充実，強化に努める。

（１）　経営管理に関する体制
○１ 　取締役会を原則として毎月１回開催し，法令・定款に定める事項および経営上の
　重要事項を審議，決定するとともに取締役の業務執行を監督する。
○２ 　常務会を原則として毎月２回開催し，業務執行に関する重要事項について多面的
　に審議する。
○３ 　社内規定に各部門および各部署の業務分掌，権限を定め，取締役および使用人（以
　下「取締役等」という。）の職務執行の適正および効率性を確保する。
○４ 　決裁にあたっては，審査部門等による審査を行う。
○５ 　取締役等の職務執行に係る文書等の保存・管理について，法令および社内規定に
　基づき適切にこれを行う。
○６ 　各部門とは独立した社長直属の内部を監査する部門を設置し，各部門の業務執行
　状況等を監査する。

（２）　リスク管理に関する体制
○１ 　経営に重大な影響を与えるリスクについては，経営計画の策定および重要な意思
　決定にあたり各部門が把握・評価し，常務会において審議または報告を行う。
○２ 　全社および各部門のリスク管理に関して，組織，権限および社内規定を整備する。

（３）　コンプライアンスに関する体制
○１ 　コンプライアンス全体を統括する組織として，社長を委員長とする「コンプライ
アンス委員会」を設置するとともに，中電グループ・コンプライアンス推進協議会
に参加する。
○２ 　コンプライアンスの推進については，社員行動規範である「コンプライアンス１０
箇条」を定め，法令，社内規定および企業倫理の遵守に対する取締役等の意識を高
め，良識と責任のある行動をとるよう取組む。
○３ 　コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善をはかるため，内部通報窓口で
ある「ヘルプライン」を設置する。
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（４）　グループ会社の業務の適正を確保するための体制
○１ 　グループ会社の業務内容の定期的な報告を受けるとともに重要案件についての協
議を行うため，グループ会社の統括部門を当社経営企画部に置く。
○２ 　グループ会社の業務運営が適正かつ効率的に実施されていることの内部監査を行う。

（５）　監査に関する体制
○１ 　監査役職務の補佐を目的に，各部門から独立した組織として監査役直属の監査役
グループを設置し，監査役制度が十分機能する体制をとる。
○２ 　監査役グループに所属する使用人は取締役の指揮・命令を受けず，その異動・評
定にあたっては監査役の意向を尊重する。
○３ 　取締役等は，各部門に係る事業の概況を監査役に報告するほか，主要な稟議書そ
の他業務執行に関する重要な文書等について監査役の閲覧に供する。
○４ 　社長は，監査役と代表取締役が経営全般に関して意見交換する機会を設ける。

（注）　事業報告中の記載金額は，表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成２１年３月３１日現在）

（単位：百万円）

　（注）　記載金額は，百万円未満を切り捨てて表示しております。

金　　額科　　　　目金　　額科　　　　目

21,056
１１,４３９
４,１４７
２,４６３
２５０
６４

１,５８６
３９１
７１３

13,849
５,７３３
２２６
９４

６,９９７
２８１
９１
４２３

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債
支払手形及び買掛金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
１年内償還予定の社債
リ ー ス 債 務
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
繰 延 税 金 負 債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
負 の の れ ん
そ の 他

　
37,163
１０,３７５
１５,００７
９００
３,３７８
２,９３３
４,００１
２２３
３７４
� ３１

24,996
17,071
８,１６４
３,５１７
６３９
４,２４０
２９３
２１７
　

116

　
7,809
４,５９４
２,４９５
８７６

� １５７

（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工具・器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
　

無 形 固 定 資 産

　
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

34,905負 債 合 計

26,543
４,０５３
２,１９９
２０,３１６
� ２５
385
５７６

� １９１
325

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

少数株主持分

27,254純 資 産 合 計

62,160負 債 ・ 純 資 産 合 計62,160　 資 産 合 計　
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連 結 損 益 計 算 書
自　平成２０年４月１日（至　平成２１年３月３１日）

（単位：百万円） 

　（注）　記載金額は，百万円未満を切り捨てて表示しております。

金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　目

58,542売 上 高

52,843売 上 原 価

5,698売 上 総 利 益

5,314販売費及び一般管理費

383営 業 利 益

営 業 外 収 益

１０７受 取 利 息 及 び 配 当 金
２２０持分法による投資利益
２８負 の の れ ん 償 却 額

 616２５９そ の 他
営 業 外 費 用

２２６支 払 利 息
570３４３そ の 他
430経 常 利 益

特 別 利 益

２固 定 資 産 売 却 益
9６投 資 有 価 証 券 売 却 益

特 別 損 失

３７固定資産除却・売却損
５３投 資 有 価 証 券 評 価 損
２７１棚 卸 資 産 評 価 損

418５５そ の 他
21税金等調整前当期純利益

４３６法人税，住民税及び事業税
４５９２３法 人 税 等 調 整 額
 ２３少 数 株 主 損 失
 414当 期 純 損 失
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連結株主資本等変動計算書
自　平成２０年４月１日（至　平成２１年３月３１日）

（単位：百万円） 

　（注）　記載金額は，百万円未満を切り捨てて表示しております。

株　　　　主　　　　資　　　　本

株主資本合計自 己 株 式利益剰余金資本剰余金資 本 金

２７,２４８� ２３２１,０１９２,１９９４,０５３平成２０年３月３１日残高

連結会計年度中の変動額

� ２８８� ２８８剰 余 金 の 配 当

� ４１４� ４１４当 期 純 損 失

� １� １自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

� ７０５� １� ７０３――連結会計年度中の変動額合計

２６,５４３� ２５２０,３１６２,１９９４,０５３平成２１年３月３１日残高

純資産合計少数株主持分
評 価 ・ 換 算 差 額 等

評価・換算
差額等合計

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他有価証券
評 価 差 額 金

２８,７３８３７３１,１１６１０１１,０１４平成２０年３月３１日残高

連結会計年度中の変動額

� ２８８剰 余 金 の 配 当

� ４１４当 期 純 損 失

� １自 己 株 式 の 取 得

� ７７８� ４７� ７３０� ２９２� ４３７株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

� １,４８４� ４７� ７３０� ２９２� ４３７連結会計年度中の変動額合計

２７,２５４３２５３８５� １９１５７６平成２１年３月３１日残高
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
１．連結の範囲に関する事項
（１）　連結子会社の数及び名称

（２）　非連結子会社の名称
（３）　非連結子会社を連結の範囲から

除いた理由

２．持分法の適用に関する事項
（１）　持分法を適用した関連会社の数

及び主要な会社等の名称
（２）　持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社の名称
（３）　持分法を適用しない理由

（４）　持分法の適用の手続について特
に記載する必要があると認めら
れる事項

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち蘇州愛知科技有限公司の決算日は，１２月３１日であります。連結
計算書類の作成に当たっては，決算日現在の貸借対照表及び損益計算書を使用して
おります。ただし，連結決算日までの期間に発生した重要な取引については，連結
上必要な調整を行っております。

９社　�愛工機器製作所
アイチエレック�
愛電商事�
恵那愛知電機�
岐阜愛知電機�
寿工業�
白鳥アイチエレック�
長野愛知電機�
蘇州愛知科技有限公司

電子ブロック機器製造�
非連結子会社は小規模会社であり，総資産，
売上高，当期純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）等は，いずれ
も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな
いため，連結の範囲から除いております。

２社　愛知金属工業�他

非連結子会社：電子ブロック機器製造�
関 連 会 社：愛知亜鉛鍍金�
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会
社は，それぞれ当期純損益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であり，かつ全体として
も重要性がないため，持分法の適用範囲から
除外しております。
持分法適用会社のうち，決算日が連結決算日と
異なる会社については，当該会社の事業年度に
係る貸借対照表及び損益計算書を使用しており
ます。
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４．会計処理基準に関する事項
（１）　重要な資産の評価基準及び評価

方法
○１ 　有価証券
満期保有目的の債券
その他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの
○２ 　棚卸資産
製品・仕掛品

商品・原材料・貯蔵品

（２）　重要な減価償却資産の減価償却
の方法
○１ 　有形固定資産（リース資産を
除く）
建物（建物附属設備を除く）
その他

○２ 　無形固定資産（リース資産を
除く）

○３ 　リース資産
　　所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

償却原価法（定額法）

決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し，売
却原価は移動平均法により算定しております。）
移動平均法による原価法

主として個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定しております。）
主として移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定しております。）

定額法
定率法
なお，主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物　　　３～６０年
　機械装置及び運搬具　４～８年
定額法
なお，自社利用のソフトウェアについては，
社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。

リース期間を耐用年数とし，残存価額を零と
する定額法を採用しております。
なお，リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引のうち，リース取引開始日が企業会計
基準第１３号「リース取引に関する会計基準」
の適用初年度開始前のリース取引については，
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。
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○４ 　少額減価償却資産

○５ 　長期前払費用
（３）　重要な引当金の計上基準
○１ 　貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率によ
り，貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し，回収不
能見込額を計上しております。
○２ 　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため，当連結会計年度末における退職給付債務に
基づき計上しております。
過去勤務債務は，その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（３年）による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異は，各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（１５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することとしております。
○３ 　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に充てるため，内規に基づく期末要支給額の１００％
を計上しております。

（４）　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
○１ 　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は，連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し，換
算差額は損益として処理しております。なお，在外子会社の資産及び負債，収
益及び費用は，決算日の直物為替相場により円貨に換算し，換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めております。
○２ 　重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については，金利スワップの特例処理の要件を満たして
いるため，特例処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
ヘッジ対象

ヘッジ方針
金利変動リスクの回避並びに金融収支の安定化のため行っております。
ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため，有効性の判定を省略
しております。

取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産につ
いては，連結会計年度毎に一括して３年間で
均等償却する方法によっております。
均等償却

金利スワップ取引
固定金利又は変動金利の長期借入金等の金利
変動リスク



－ 20 －

○３ 　消費税等の会計処理の方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価方法は，全面時価評価法によっております。

　６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれん及び負ののれんの償却については，５年間の均等償却を行っております。

（会計方針の変更）
１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９
号　平成１８年７月５日）を適用し，評価基準については，取得原価をもって貸借
対照表価額とする原価法から，収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による原
価法に変更しております。
　なお，この変更に伴い，営業利益及び経常利益は，それぞれ１２５百万円減少し，
税金等調整前当期純利益は３９７百万円減少しております。
２．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
　当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取扱い」（実務対応報告第１８号　平成１８年５月１７日）を適用しております。
　なお，これに伴う損益に与える影響はありません。
３．リース取引に関する会計基準の適用
　当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号　平
成５年６月１７日　最終改正平成１９年３月３０日）及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号　平成６年１月１８日　最終改正平
成１９年３月３０日）を適用し，所有権移転外ファイナンス・リース取引については，
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から，通常の売買取引に係る方法
に準じた会計処理に変更しております。また，所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産の減価償却の方法は，リース期間を耐用年数とし，残存
価額を零とする定額法を採用しております。
　なお，リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き
採用しております。
　なお，これに伴う損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）
１．有形固定資産の耐用年数の変更
　当連結会計年度より法人税法の改正に伴い，機械及び装置の耐用年数の見直し
を行い，一部の資産について耐用年数を変更しております。
　なお，この変更に伴い，営業利益，経常利益及び税金等調整前当期純利益は，
それぞれ１８２百万円減少しております。
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２．役員退職慰労金制度の廃止
　当社の役員退職慰労引当金については，従来，役員の退職慰労金の支給に充て
るため，内規に基づく期末要支給額の１００％を計上しておりましたが，平成２０年
６月２７日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止してお
ります。
　同制度廃止に伴い，在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主
総会で決議し，役員退職慰労引当金残高を，固定負債の「その他」に計上してお
ります。

連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）　担保に供している資産

受取手形
棚卸資産
建物
機械装置
土地
投資有価証券
計

（２）　担保に係る債務
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
長期借入金
計

２．有形固定資産の減価償却累計額
３．受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高

１８４百万円
７１７百万円
４,３５９百万円
４０７百万円
１,１７５百万円

　　　　　　　　８百万円
　　　　　　６,８５３百万円

８０５百万円
１,２４２百万円

　　　　　　３,９０５百万円
５,９５３百万円
４３,８４１百万円
４７０百万円
８２３百万円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数
２．配当に関する事項
（１）　配当金支払額

（２）　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち，配当の効力発生日が翌連結会計
年度となるもの
平成２１年６月２６日開催予定の定時株主総会の議案として，普通株式の配当に
関する事項を次のとおり付議する予定にしております。
○１ 　配当金の総額
○２ 　配当の原資
○３ 　１株当たり配当額
○４ 　基準日
○５ 　効力発生日

１株当たり情報に関する注記
　１．１株当たり純資産額
　２．１株当たり当期純損失

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

普通株式　４８,２５２,０６１株

１４４百万円
利益剰余金

３円
平成２１年３月３１日
平成２１年６月２９日

５５９円５１銭
８円６２銭

効力発生日基　準　日１株当たり
配当額（円）

配当金の総額
（百万円）

株式の
種類決　議

平成２０年６月３０日平成２０年３月３１日３.００１４４普通
株式

平成２０年６月２７日
定時株主総会

平成２０年１２月１０日平成２０年９月３０日３.００１４４普通
株式

平成２０年１１月１３日
取締役会
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貸 借 対 照 表
（平成２１年３月３１日現在）

（単位：百万円）

　（注）　記載金額は，百万円未満を切り捨てて表示しております。

金　　額科　　　　目金　　額科　　　　目

10,863
３,１９５
３,４９５
１,２００
１,３８２
２５０
４６
７９９
３６８
８７
３５
３

6,265
２,１２０
３,８２９
３１６

（ 負 債 の 部 ）
流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定の長期借入金
１年内償還予定の社債
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
預 り 金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
そ の 他
　
　　

20,396
５,７４９
１,６６０
６,１７６
８００
１,８３７
２,０３５
１,８９３
１６
１７０
８７

� ３０

19,078
7,272
２,８５３
１３１
１,１１２
１９
３１３
２,６８８

６
１４８
15
１０
５

11,790
２,２１９
６,４５９
１００
７２０
６５０
４

１,１６７
４４
５０７
� ８３

（ 資 産 の 部 ）
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原材料及び貯蔵品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工具・器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
諸 利 用 権
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 社 債
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

17,129負 債 合 計

21,789
4,053
2,199
２,１９９
15,557
８１２

１４,７４５
１７２

１１,５００
３,０７２
�  21

556
５５６

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
　

22,346純 資 産 合 計

39,475負 債 ・ 純 資 産 合 計39,475　 資 産 合 計　



－ 24 －

損　 益　 計　 算　 書
自　平成２０年４月１日（至　平成２１年３月３１日）

（単位：百万円）

　（注）　記載金額は，百万円未満を切り捨てて表示しております。

金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　目

27,545売 上 高

23,687売 上 原 価

3,858売 上 総 利 益

2,830販売費及び一般管理費

1,027営 業 利 益

営 業 外 収 益

２４６受 取 利 息 及 び 配 当 金

１５２固 定 資 産 賃 貸 料

487８８そ の 他

営 業 外 費 用

９２支 払 利 息

１社 債 利 息

158６４そ の 他

1,356経 常 利 益

特 別 利 益

0０固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失

２７固定資産除却・売却損

４７投 資 有 価 証 券 評 価 損

２０ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損

346２５０棚 卸 資 産 評 価 損

1,010税 引 前 当 期 純 利 益

３８９法人税，住民税及び事業税

３５０� ３８法 人 税 等 調 整 額

659当 期 純 利 益
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
自　平成２０年４月１日（至　平成２１年３月３１日）

（単位：百万円） 

　（注）　記載金額は，百万円未満を切り捨てて表示しております。

株　　　　主　　　　資　　　　本

利　　　　　益　　　　　剰　　　　　余　　　　　金資本剰余金

資　本　金 利益剰余金
合　　　計

そ　の　他　利　益　剰　余　金
利益準備金資本準備金 繰 越 利 益

剰　余　金別途積立金固 定 資 産
圧縮積立金

１５,１８７４,１９８１０,０００１７６８１２２,１９９４,０５３平成２０年３月３１日残高

事業年度中の変動額

� ２８８� ２８８剰 余 金 の 配 当

―� １,５００１,５００別途積立金の積立

―４� ４
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

６５９６５９当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

３７０� １,１２５１,５００� ４―――事業年度中の変動額合計

１５,５５７３,０７２１１,５００１７２８１２２,１９９４,０５３平成２１年３月３１日残高

純資産合計

評価・換算
差　額　等株　主　資　本

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

株 主 資 本
合 計

自 己 株 式

２２,３５４９３３２１,４２０� １９平成２０年３月３１日残高

事業年度中の変動額

� ２８８� ２８８剰 余 金 の 配 当

――別途積立金の積立

――
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

６５９６５９当 期 純 利 益

� １� １� １自 己 株 式 の 取 得

� ３７７� ３７７
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

� ８� ３７７３６８� １事業年度中の変動額合計

２２,３４６５５６２１,７８９� ２１平成２１年３月３１日残高
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に関する注記
　　１ ．資産の評価基準及び評価方法
（１）　有価証券

満期保有目的の債券
子会社株式及び関連会社株式
その他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの
（２）　棚卸資産

製品・仕掛品

商品・原材料・貯蔵品

２．固定資産の減価償却の方法
（１）　有形固定資産（リース資産を除

く）
建物（建物附属設備を除く）
その他

（２）　無形固定資産（リース資産を除
く）

償却原価法（定額法）
移動平均法による原価法

決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し，
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。）
移動平均法による原価法

個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定しております。）
移動平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定しております。）

定額法
定率法
なお，主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
　建物　　　　　　３～５０年
機械及び装置　　４～７年
定額法
なお，自社利用のソフトウェアについては，
社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法を採用しております。
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（３）　リース資産
所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産

（４）　少額減価償却資産

（５）　長期前払費用
３．引当金の計上基準
（１）　貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率により，
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し，回収不能見込
額を計上しております。

（２）　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため，当事業年度末における退職給付債務に基づき
計上しております。
　過去勤務債務は，その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（３年）による按分額を費用処理しております。
　数理計算上の差異は，各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（１５年）による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処
理することとしております。

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）　ヘッジ会計の方法
○１ 　ヘッジ会計の方法
　金利スワップ取引については，金利スワップの特例処理の要件を満たしてい
るため，特例処理を採用しております。

　　　○２ 　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
ヘッジ対象

　　　○３ 　ヘッジ方針
　　　　　金利変動リスクの回避並びに金融収支の安定化のため行っております。

リース期間を耐用年数とし，残存価額を零と
する定額法を採用しております。
なお，リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引のうち，リース取引開始日が企業会計
基準第１３号「リース取引に関する会計基準」
の適用初年度開始前のリース取引については，
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっております。
取得価額が１０万円以上２０万円未満の資産につ
いては，事業年度毎に一括して３年間で均等
償却する方法によっております。
均等償却

金利スワップ取引
固定金利又は変動金利の長期借入金等の金利
変動リスク
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　　　○４ 　ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップの特例処理の要件を満たしているため，有効性の判定を省略し
ております。

（２）　消費税等の会計処理の方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（会計方針の変更）
１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平
成１８年７月５日）を適用し，評価基準については，取得原価をもって貸借対照表
価額とする原価法から，収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による原価法に
変更しております。
なお，この変更に伴い，営業利益及び経常利益は，それぞれ１１５百万円減少し，
税引前当期純利益は３６５百万円減少しております。
２．リース取引に関する会計基準の適用
当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号　平成
５年６月１７日　最終改正平成１９年３月３０日）及び「リース取引に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号　平成６年１月１８日　最終改正平成
１９年３月３０日）を適用し，所有権移転外ファイナンス・リース取引については，
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から，通常の売買取引に係る方法
に準じた会計処理に変更しております。また，所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産の減価償却の方法は，リース期間を耐用年数とし，残存
価額を零とする定額法を採用しております。
なお，リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き
採用しております。
なお，これに伴う損益に与える影響はありません。

（追加情報）
　１．有形固定資産の耐用年数の変更

当事業年度より法人税法の改正に伴い，機械及び装置の耐用年数の見直しを行
い，一部の資産について耐用年数を変更しております。
なお，この変更に伴い，営業利益，経常利益及び税引前当期純利益は，それぞ
れ１０２百万円減少しております。
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２．役員退職慰労金制度の廃止
役員退職慰労引当金については，従来，役員の退職慰労金の支給に充てるため，
内規に基づく期末要支給額の１００％を計上しておりましたが，平成２０年６月２７日
開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
同制度廃止に伴い，在任期間に応じた役員退職慰労金の打ち切り支給を同株主
総会で決議し，役員退職慰労引当金残高を，固定負債の「その他」に計上してお
ります。

貸借対照表に関する注記
　１ ．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）　担保に供している資産

建物
土地
計

（２）　担保に係る債務
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
長期借入金
計

２．有形固定資産の減価償却累計額
３．保証債務
関係会社の金融機関からの借入金に対する債務保証

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権
長期金銭債権
短期金銭債務

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高
仕入高
営業取引以外の取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度の末日における自己株式の数

２,６７６百万円
　　　　　　　４６０百万円

３,１３６百万円

５０百万円
７１０百万円

　　　　　　１,１６５百万円
１,９２６百万円
２１,５７３百万円

１３３百万円

３,８１７百万円
６５０百万円
１,９３１百万円

１４,４３１百万円
４,７９９百万円
１,１８１百万円

普通株式　　　　　　　９５,７９１株
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税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
賞与引当金
退職給付引当金
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額（�）
繰延税金資産合計

（繰延税金負債）
固定資産圧縮積立金
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額

リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか，事務機器等の一部については，所有権移転外
ファイナンス・リース契約により使用しております。

関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

（注）　　１ ．取引金額には消費税等を含まず，科目残高には消費税等を含んでおります。
　　　　２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

変圧器等の販売についての価格その他の取引条件は，当社と関連を有しない他の当事者と同様の
条件によっております。

１５０百万円
１,５４６百万円

　　　　　  ３６５百万円
２,０６３百万円

　　　　  �１８２百万円
１,８８０百万円

�１１７百万円
�３７７百万円

　　　　　  �４８百万円
 　    �５４３百万円
　　　　　　１,３３７百万円

期末残高科　　目取引金額取引の内容
関　係　内　容議決権等

の所有（被所
有）割合

会社等
の名称

属性
事業上の関係役員の兼任等

２,０８２売掛金
１２,４５６

変圧器等の
販売

当社製品
の販売先

兼任１名
（被所有）
直接２４.２％

中部電力�
その他の
関係会社 ５９未収入金
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２．兄弟会社等
（単位：百万円）

（注）　　１ ．取引金額，科目残高ともに消費税等を含んでおりません。
　　　　２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

資金の借入利率は，市場金利を勘案した利率により決定されております。

３．子会社等
（単位：百万円）

（注）　　１ ．取引金額には消費税等を含まず，科目残高には消費税等を含んでおります。
　　　　２ ．取引条件ないし取引条件の決定方針等
　　　　　取引の条件は，市場価格を勘案し一般的取引と同様に決定しております。
　　　　　資金の貸付利率は，市場金利を勘案した利率により決定しております。

１株当たり情報に関する注記
　１ ．１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６４円０３銭
　２ ．１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３円６９銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

期末残高科　　目取引金額取引の内容
関　係　内　容議決権等

の所有（被所
有）割合

会社等
の名称

属性
事業上の関係役員の兼任等

２７６
1年内返済
予定の長期
借入金―資金の借入資金の借入な　しな　し

中電ビジネス
サポート�

その他の
関係会社
の子会社

１,１２０長期借入金

期末残高科　　目取引金額取引の内容
関係内容議決権等

の所有（被所
有）割合

会社等
の名称

属性
事業上の関係役員の兼任等

５６０長期貸付金―資金の貸付
当社原材料
等の仕入及び
資金の貸付

兼任１名 ９８.６％
�愛工機
器製作所

連結子会社

３６３支払手形
１,４４０

ハーメティ
ックモータ
等の仕入

当社商品の
仕入

兼任３名１００.０％
アイチエ
レック� ５６８買掛金

８５２受取手形
１,８４１

変圧器等の
販売当社製品の

販売及び
物流業務
委託等

兼任１名１００.０％愛電商事�

７５３売掛金

２５９支払手形

１,８０５
物流業務
委託等

８１買掛金

６３未払費用
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

　独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成２１年５月７日

愛 知 電 機 株 式 会 社
　 取 締 役 会　 御 中

監 査 法 人　 朝 見 会 計 事 務 所

　　　　　　　　　　　　　　 　　　代 表 社 員 公認会計士　 中 田 惠 美 �　　　　　　　　　　　　　　 　　　業務執行社員

　　　　　　　　　　　　　　 　　　業務執行社員 公認会計士　 足 立 仁 史 �

　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、愛知電機株式会社の平成２０年４
月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連
結計算書類に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうか
の合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、愛知電機株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

追記情報
　（会計方針の変更）に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度より「棚卸資産
の評価に関する会計基準」を適用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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会計監査人の監査報告書　謄本

　独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成２１年５月７日

愛 知 電 機 株 式 会 社
　取 締 役 会　 御 中

監 査 法 人　 朝 見 会 計 事 務 所
 

　　　　　　　　　　　　　　 　　　代 表 社 員 公認会計士　 中 田 惠 美 �　　　　　　　　　　　　　　 　　　業務執行社員
 
　　　　　　　　　　　　　　 　　　業務執行社員 公認会計士　 足 立 仁 史 �

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、愛知電機株式会社の平成
２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１００期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査
法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することに
ある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示
がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの
評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。
当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報
　（会計方針の変更）に記載されているとおり、会社は、当事業年度より「棚卸資産の評
価に関する会計基準」を適用している。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

 以　上　

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１００期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、
取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役および内部監査
部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な
会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務
の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第１００条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視および検証いたしました。子会社については、
子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の
遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および
個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書および連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）　事業報告等の監査結果
�　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
�　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
　取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　監査法人朝見会計事務所の監査の方法および結果は相当であると認めます。

（３）　連結計算書類の監査結果
　　監査法人朝見会計事務所の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　　　　　　　　 平成２１年５月１３日

　　　　　　　　　　　　     愛知電機株式会社　監査役会

常任監査役（常勤）　　　山　下   直　太  �
監　査　役（常勤）　　　町　口   健　治  �
監　査　役　　　　　　吉　田   　　均  �
監　査　役　　　　　　田　中   豊　夫  �

（注）監査役 山下直太、監査役 吉田 均および監査役 田中豊夫は、会社法第２条第１６号および第３３５条第３項に
　定める社外監査役であります。
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株 主 総 会 参 考 書 類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件
　当期の期末配当につきましては，安定配当を継続するという基本方針
のもと，当期の業績を勘案いたしまして，１株につき３円とさせていた
だきたいと存じます。なお，中間配当金として１株につき３円をお支払
いいたしておりますので，当期の年間配当金は１株につき６円となります。
（１）　配当財産の種類
　　　　金銭
（２）　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　　当社普通株式１株につき金３円
　　　　総額１４４,４６８,８１０円
（３）　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　平成２１年６月２９日

第２号議案　定款一部変更の件
１．変更の理由
（１）　公告に関する利便性向上および手続合理化をはかるため，当社の
公告方法を電子公告に変更し，併せて電子公告による公告ができな
い場合の措置を定めるものであります。

（２）　「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に
関する法律等の一部を改正する法律」（平成１６年法律第８８号）が平
成２１年１月５日に施行され，上場会社の株券は一斉に電子化されま
した。これに伴い，株券の存在を前提とした規定の削除およびその
他所要の変更を行うものであります。また，本変更に係る経過的な
措置を定めるため附則を設けるものであります。

（３）　上記変更に伴い，必要な条数の変更を行うものであります。
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２．変更の内容
　　変更の内容は，つぎのとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
変 更 案現 行 定 款

第１章　総　　　則

第１条～第４条　（現行どおり）

（公告方法）
第５条　当会社の公告方法は，電子公告

とする。ただし，事故その他や
むを得ない事由によって電子公
告による公告をすることができ
ない場合は，名古屋市において
発行する中日新聞に掲載して行う。

第２章　株　　　式

第６条　（現行どおり）

（削　除）

第７条　（現行第８条のとおり）

（単元株式数）
第８条　当会社の単元株式数は，１,０００株

とする。

（削　除）

第１章　総　　　則

第１条～第４条　（省　略）

（公告方法）
第５条　当会社の公告は，名古屋市におい

て発行する中日新聞に掲載して行
う。

第２章　株　　　式

第６条　（省　略）

（株券の発行）
第７条　当会社は，株式に係る株券を発行

する。

第８条　（省　略）

（単元株式数および単元未満株券の不発行）
第９条　当会社の単元株式数は，１,０００株

とする。

○２ 　当会社は，第７条の規定にかかわ
らず，単元株式数に満たない数の
株式（以下「単元未満株式」とい
う。）に係る株券を発行しない。
ただし，株式取扱規則に定めると
ころについてはこの限りでない。
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変 更 案現 行 定 款

（単元未満株式についての権利）
第９条　当会社の単元未満株式を有する

株主は，その有する単元未満株
式について，次に掲げる権利以
外の権利を行使することができ
ない。

１．会社法第１８９条第２項各号に
掲げる権利

２．会社法第１６６条第１項の規定
による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて
募集株式の割当ておよび募集
新株予約権の割当てを受ける
権利

（株主名簿管理人）
第１０条　当会社は，株主名簿管理人を置

く。
○２ 　株主名簿管理人およびその事務
取扱場所は，取締役会の決議に
よって定める。

○３ 　当会社の株主名簿および新株予
約権原簿の作成ならびにこれら
の備置きその他の株主名簿およ
び新株予約権原簿に関する事務
は株主名簿管理人に委託し，当
会社においてはこれを取扱わな
い。

第１１条～第２１条　（現行第１２条～第２２条
　　　　　　　　　のとおり）

（単元未満株式についての権利）
第１０条　当会社の単元未満株式を有する

株主（実質株主を含む。以下同
じ。）は，その有する単元未満株
式について，次に掲げる権利以
外の権利を行使することができ
ない。
１．会社法第１８９条第２項各号に
掲げる権利

２．会社法第１６６条第１項の規定
による請求をする権利

３．株主の有する株式数に応じて
募集株式の割当ておよび募集
新株予約権の割当てを受ける
権利

（株主名簿管理人）
第１１条　当会社は，株主名簿管理人を置

く。
○２ 　株主名簿管理人およびその事務
取扱場所は，取締役会の決議に
よって定める。

○３ 　当会社の株主名簿（実質株主名
簿を含む。以下同じ。），新株予
約権原簿および株券喪失登録簿
の作成ならびにこれらの備置き
その他の株主名簿，新株予約権
原簿および株券喪失登録簿に関
する事務は株主名簿管理人に委
託し，当会社においてはこれを
取扱わない。

第１２条～第２２条　（省　略）
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変 更 案現 行 定 款

（役付取締役および代表取締役）
第２２条　取締役会は，その決議によって，

取締役社長１名を定め，必要が
あるときは，取締役会長１名お
よびその他の役付取締役若干名
を定めることができる。

○２ 　取締役社長は，当会社を代表す
る。

○３ 　取締役社長のほか，取締役会の
決議によって，当会社を代表す
る取締役若干名を選定すること
ができる。

○４ 　取締役会長が，当会社を代表す
る場合には，第１４条および第２６
条中「取締役社長」とあるのは
「取締役会長」と読み替えるも
のとする。

第２３条～第４３条　（現行第２４条～第４４条
　　　　　　　　　のとおり）

附　　則

第１条　当会社の株券喪失登録簿の作成
および備置きその他の株券喪失
登録簿に関する事務は株主名簿
管理人に委託し，当会社におい
てはこれを取扱わない。

第２条　前条および本条は，平成２２年１
月５日まで有効とし，同日の経
過をもって前条および本条を削
除する。

（役付取締役および代表取締役）
第２３条　取締役会は，その決議によって，

取締役社長１名を定め，必要が
あるときは，取締役会長１名お
よびその他の役付取締役若干名
を定めることができる。

○２ 　取締役社長は，当会社を代表す
る。

○３ 　取締役社長のほか，取締役会の
決議によって，当会社を代表す
る取締役若干名を選定すること
ができる。

○４ 　取締役会長が，当会社を代表す
る場合には，第１５条および第２７
条中「取締役社長」とあるのは
「取締役会長」と読み替えるも
のとする。

第２４条～第４４条　（省　略）

（新　設）

（新　設）

（新　設）
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第３号議案　取締役１１名選任の件
　現任取締役全員１２名は，本総会終結の時をもって任期満了となります
ので，新たに取締役１１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は，つぎのとおりであります。　　　　　　（五十音順）

所有する
当 社 の
株式の数

略歴，地位，担当および他の法人等の代表状況
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

候補
者
番号

１２,０００株

平成１０年７月　中部電力�関連事業部部長
平成１１年７月　同社制御通信部業務グループ長
平成１５年７月　同社ＩＴ本部情報通信事業グループ長
平成１７年６月　当社取締役開発・環境事業部副事業部長
平成１９年６月　当社取締役電力事業部副事業部長

（現在にいたる）

安 藤　 誠
（昭和２７年６月１１日生）

１

１５,０００株

昭和４４年４月　当社入社
昭和４４年７月　アイチ－エマソン電機�（現アイチエレ

ック�）出向
平成１２年６月　同社取締役技術本部長
平成１６年６月　同社常務取締役管理本部長
平成１７年６月　同社代表取締役社長

（現在にいたる）
当社取締役
（現在にいたる）

（他の法人等の代表状況）
アイチエレック�　代表取締役社長
白鳥アイチエレック�　代表取締役社長
蘇州愛知科技有限公司　董事長

宇 佐 美 和 彦
（昭和２２年２月２３日生）

２

１０,０４０株

昭和４４年４月　当社入社
平成８年７月　当社電力事業本部生産技術部長
平成１３年７月　当社電力事業部生産グループ長
平成１４年７月　当社理事電力事業部生産グループ長
平成１６年７月　当社理事電力事業部副事業部長
平成１７年６月　当社取締役電力事業部副事業部長
平成１８年６月　当社取締役電力事業部副事業部長兼生産
　　　　　　　技術グループ長

（現在にいたる）

廻 間 正 樹
（昭和２０年１２月１０日生）

３
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所有する
当 社 の
株式の数

略歴，地位，担当および他の法人等の代表状況
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

候補
者
番号

０株

平成１３年６月　古河電気工業�取締役エレクトロニクス・
コンポーネント事業部長

平成１５年６月　同社常務取締役兼執行役員常務，エレク
トロニクス・コンポーネント事業部長

平成１６年４月　同社常務取締役兼執行役員常務，電装・
エレクトロニクスカンパニー長

平成１７年６月　当社取締役
（現在にいたる）

平成１８年６月　古河電気工業�専務取締役兼執行役員専
務，電装・エレクトロニクスカンパニー長

平成２０年６月　同社取締役兼執行役員副社長
（現在にいたる）

北 野 谷　 惇
（昭和２０年１０月８日生）

４

１２,１００株

昭和４５年４月　当社入社
平成１０年１０月　当社電力事業部大形変圧器部長
平成１３年７月　当社電力事業部変圧器設計グループ長
平成１４年７月　当社理事電力事業部長
平成１５年６月　当社取締役電力事業部長

（現在にいたる）

久 須 美 寿 彦
（昭和２２年７月１１日生）

５

０株

平成１５年７月　中部電力�支配人秘書部付電気事業連合
会出向

平成１７年７月　同社参与秘書部付電気事業連合会出向
平成１７年１１月　同社執行役員資材部長
平成１９年７月　同社常務執行役員資材部長

（現在にいたる）

小 林 信 夫
（昭和２４年９月１日生）

６

２０,０００株

昭和４７年４月　当社入社
平成１０年１０月　当社電力事業部配電自動化開発室長
平成１２年７月　当社理事電力事業部配電システム部長
平成１３年６月　当社取締役電力事業部長
平成１４年６月　当社取締役開発・環境事業部長
平成１７年６月　当社常務取締役開発・環境事業部，北海道

支社，東北支社管掌兼開発･環境事業部長
平成１９年６月　当社代表取締役常務取締役電力事業部管掌

（現在にいたる）

佐 藤　 徹
（昭和２５年２月１４日生）

７
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所有する
当 社 の
株式の数

略歴，地位，担当および他の法人等の代表状況
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

候補
者
番号

１０,０００株

昭和４６年４月　当社入社
平成１０年１０月　当社営業本部第１営業部第１営業グループ長
平成１１年７月　当社営業本部営業企画部営業開発グループ長
平成１２年１月　当社環境プロカンパニープロジェクトマ

ネージャー
平成１４年７月　当社電力事業部電力営業グループ長
平成１５年７月　当社理事電力事業部電力営業グループ長
平成１９年６月　当社取締役電力事業部副事業部長兼電力

営業部長
平成２１年２月　当社取締役電力事業部副事業部長兼電力

営業部長兼東北支社長
（現在にいたる）

西 見 敏 男
（昭和２７年６月２７日生）

８

１２,０００株

昭和４５年４月　当社入社
平成１３年７月　当社機電事業部土岐設計グループ長
平成１３年１０月　�パンウォシュレット（現ＴＯＴＯウォ

シュレットテクノ�）出向
平成１４年７月　当社理事機器事業部副事業部長
平成１５年６月　当社取締役機器事業部副事業部長
平成１８年６月　当社取締役機器事業部副事業部長兼品質

保証グループ長
平成１９年６月　当社取締役機器事業部長

（現在にいたる）
（他の法人等の代表状況）
恵那愛知電機�　代表取締役社長

法 月 仙 一 郎
（昭和２０年９月２０日生）

９

５,０００株

昭和４８年４月　当社入社
昭和４８年７月　アイチ－エマソン電機�（現アイチエレ
　　　　　　　ック�）出向
平成１４年７月　同社技術本部技術部部付部長
平成１６年７月　当社理事
平成１７年７月　当社理事機器事業部副事業部長

（現在にいたる）

矢 野　 洋
（昭和２５年９月１３日生）

１０
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　（注）　１．各候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者 北野谷 惇氏は，社外取締役の候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する事項
　　取締役候補者　北野谷　惇
○１ 　社外取締役候補者の選任理由
　上場企業における取締役としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営
に反映していただくため，社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。
○２ 　社外取締役候補者が過去５年間に他の会社の取締役または監査役等に就
任していた場合において，その在任中に当該会社において不当な業務執行
が行われた事実の概要
ア．同氏が取締役を務める古河電気工業株式会社において，ＪＩＳ規格に
義務付けられた性能試験の実施状況について総点検を行った結果，同社
大阪事業所の銅・銅合金の板・管製品の一部について，平成２０年８月
にＪＩＳ規格と異なった試験で品質に関わる性能値を算出していること
が判明し，ＪＩＳマーク認証の取消の処分を受けました。同社はこの事
実を受け，再発防止策を講ずるとともに平成２１年４月９日認証を再取得
しました。
イ．同社において，架橋高発砲ポリエチレンシートについて，平成１９年
２月までの間に独占禁止法に違反する行為があったとして，平成２１年３
月３０日付で公正取引委員会より排除措置命令および課徴金納付命令を
受けました。同社はこの事実を受け，再発防止策を講ずるとともに法令
遵守体制のさらなる強化に努めております。

○３ 　社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数
　当社の社外取締役としての在任期間は，本総会終結の時をもって４年で
あります。

所有する
当 社 の
株式の数

略歴，地位，担当および他の法人等の代表状況
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

候補
者
番号

５０,３９４株

昭和４２年４月　当社入社
昭和６０年７月　当社機器事業部営業部長
平成３年６月　当社取締役社長室長兼総合企画室長
平成１１年２月　当社常務取締役管理本部副本部長
平成１２年６月　当社常務取締役営業本部長
平成１３年６月　当社常務取締役管理担当
平成１４年６月　当社専務取締役経営管理部・電力事業部担当
平成１５年６月　当社代表取締役専務取締役経営管理部・
　　　　　　　電力事業部担当
平成１７年６月　当社代表取締役社長

（現在にいたる）

山 田　 功
（昭和１８年９月６日生）
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第４号議案　監査役１名選任の件
　監査役 山下直太氏は，本総会終結の時をもって退任いたしますので，
その補欠として監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお，本総会において補欠として選任されます監査役の任期は，当社
定款の規定により，退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
　また，本議案の提出につきましては，監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は，つぎのとおりであります。

　（注）　１．候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
２．監査役候補者 古�宏造氏は，社外監査役の候補者であります。
３．社外監査役候補者に関する事項
　　監査役候補者　古�宏造
社外監査役候補者の選任理由
　他社における取締役としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映
していただくため，社外監査役として選任をお願いするものであります。
　

以　上　

橋

橋

所有する
当 社 の
株式の数

略歴，地位，担当および他の法人等の代表状況
氏 名
（ 生 年 月 日 ）

０株

平成１１年７月　中部電力�支配人人材開発センター所長
平成１５年６月　知多エル・エヌ・ジー�取締役
平成１７年６月　同社常務取締役

（現在にいたる）

古 � 宏 造
（昭和２１年８月１１日生）

橋



株主総会会場ご案内図
会　場　愛知県春日井市愛知町１番地

　　当 社 会 議 室

※東名阪自動車道のインターチェンジについて
　名古屋ＩＣ方面からは勝川（東）ＩＣをご利用下さい。
　名古屋西ＩＣ方面からは勝川（西）ＩＣまたは松河戸ＩＣをご利用下さい。


